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・地域ケア会議の趣旨や目的について、地域住民や関
係機関の認識が不足しており、会議の事前説明や進
行にも課題はあるかと思うが、参加者が受け身となり
時折報告会になってしまっていると感じることがある。
今後、区として地域ケア会議が円滑に進むよう包括職
員向けのマニュアル着手を進めるとのことだが、地域
住民や地域の関係団体などが地域ケア会議へ主体的
に参加してもらえるよう、周知啓発の工夫なども検討さ
れているか。
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令和７年度　大田区区レベル地域ケア会議の議事に関する事前意見及び質問と回答について
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令和７年度大田区区レベル地域ケア会議の開催にあたり、聴取した事前意見及び質問とその回答は以下のとおり。

　地域ケア会議の開催にあたっては様々な課題がございますが、区
としてまず取り組むべきこととして、個別レベル地域ケア会議及び日
常生活圏域レベル地域ケア会議の主催者である地域包括支援セン
ターの職員一人ひとりが、地域ケア会議の趣旨や目的を正しく理解
できる環境が必要であると考えております。

　地域包括支援センターの職員が地域ケア会議に関する理解が深
まることで、円滑に会議の事前説明や進行ができるようになるととも
に、地域住民や関係機関の方々に参加いただいた際に、必要な視
点や意見などを求めやすくなると想定しているため、先んじて、包括
職員向けのマニュアル作成に着手しております。

　地域住民や地域の関係団体などが地域の課題として捉え、自分
たちの問題として地域ケア会議へ主体的に参加してもらえるような
取組については、各地域包括支援センターと連携しながら、検討し
てまいります。
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　地域ケア会議は、区市町村や地域包括支援センターが実施主体
となり、「個別課題解決」、「ネットワーク構築」、「地域課題発見」、
「地域づくり・資源開発」、「政策形成」の５つの機能を踏まえて、相
互の階層と連動性を持ちながら実施しております。

　一方で、地域力推進会議は、大田区基本構想に掲げる「心やすら
ぎ未来へはばたく笑顔のまち大田区」を目指し、大田区、関係行政
機関、地域団体及び企業等の連携・協働を推進することにより「地
域力」を高め、地域の課題を解決し、魅力ある地域社会の創造に取
り組んでおります。

　これらの会議体は機能において重なる部分もございますが、会議
の趣旨や目的、議案や対象者によって取り扱う会議体が異なりま
す。また、地域ケア会議と連動性が高い会議体として、重層的支援
会議が挙げられますが、地域ケア会議は介護保険法に対し、重層
的支援会議は社会福祉法と、法的根拠が異なっております。そのた
め、他の会議体で検討された内容がそのまま区レベル地域ケア会
議へ提案されることや、機能が重なっている会議体の統合は、想定
しておりません。

　なお、地域ケア会議において、例えば、個別レベル地域ケア会議
で挙げられた事案と、地域力推進会議で地域課題と考えられた事
案とを連動させて、日常生活圏域レベル地域ケア会議として検討
し、その後区レベル地域ケア会議へ提案していくことは考えられま
す。ただし、日常生活圏域レベル地域ケア会議を地域力推進会議と
連動させて実施した場合は、区レベル地域ケア会議の実施後に、
日常生活圏域レベル地域ケア会議からその実施内容を地域力推
進会議までフィードバックしていただく必要がございます。

・圏域レベル地域ケア会議の内容によっては、高齢者
だけの課題とせず児童、障害者などにも共通した地域
の課題でもあると考える。機能が重なっている会議体
の統合や各地区で実施している地域力推進会議、他
会議体とも協議を行い、包括的に区レベル会議に提案
していくことなど検討されているか。
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